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厚生労働省では、ハラスメントのない社会の実現
に向けて12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と
定め、集中的な広報、啓発活動を実施しています。
令和７年6月11日に労働施策総合推進法等の一部

改正が公布され、カスタマーハラスメントや求職者
等に対するセクシャルハラスメントを防止するため
に、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の
義務となります。
令和８年12月10日には、労働政策審議会の第８

８回雇用環境・均等分科会が開催され、上記法施行
日を令和８年10月１日とする案が示されていますの
で、参考にしてください。

冬季無災害運動（12月１日から２月28日）
を職場一丸で取り組みましょう！

⇒ 詳しくは次ページで

今月のトピック
カスハラ・就活セクハラ対策が義務化されます︕

▼第88回雇用環境・
均等分科会資料

▼令和7年労働施策総合推進法等
一部改正法のポイント（厚労省）

▼ハラスメント
撲滅月間チラシ

敦賀労働基準監督署からのお知らせ
労働安全衛生法に基づく報告・届出は

電子申請を活用しませんか︖

現在、労働安全衛生法に基づくほぼ全ての報告・届出
は、電子申請により手続きをとることが可能です。
電子申請による手続きは、開庁時間外での申請が可能
である、郵送費がかからない等様々なメリットがありま
すので、電子申請デビューしてみませんか︖
敦賀労働基準監督署では、容易に電子申請手続きを行
えるようマニュアルを作成していますので、ご活用くだ
さい。
なお、電子申請にて手続きを行った場合は、必ず申請
が受理されていることを確認するようお願いします。
（申請しっぱなしになっているケースが多いです）
確認方法については、敦賀署通信（令和７年９月号）
で紹介しています。



冬季無災害運動に職場一丸で取り組みましょう︕

福井労働基準監督署が作成した
リーフレット「冬季・降雪期に
おける労働災害防止について」を
ご活用ください︕

次ページの様式をご活用ください︕



冬季（12月１日から２月28日まで）の
無災害を達成するために

私たちの職場ではこうします！
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